
令和 6 年 3 月

令和 6 年度 令和 15 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

4,240 円 4,313 円

4,240 円 4,257 円

4,240 円 4,286 円

別添２－1

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法適（全部適用）
令和6年4月1日

壱岐市下水道事業（漁業集落排水事業）経営戦略

恵美須地区　H１１（２４年経過）
山崎地区　　H１５（２０年経過）
瀬戸・芦辺地区　H２１（１４年経過）

壱岐市

漁業集落排水事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

～計 画 期 間 ：

下水道使用料
基本料金(5㎥まで)　640円　　（令和6年4月1日から550円）
超過料金(1㎥あたり)　240円　（令和6年4月1日から200円）
20㎥使用した場合：640円＋（15㎥×240円）＝4,240円　(令和6年4月1日から3,550円)

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

令和2年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

同上（一般家庭用使用料体系と区分なし）

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実
施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を
含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和2年度

２２．９　人／ha

その他の使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

供用施設（集会場）などは、年1回の請求となるが
基本料金(10㎥まで)　1,570円　（令和6年4月1日から1,100円）
超過料金(1㎥あたり)　240円　　（令和6年4月1日から200円）
20㎥使用した場合：1,570円＋（10㎥×240円）＝3,970円　 (令和6年4月1日から3,100円)

3処理場(恵美須終末処理場・山崎浄化センター・芦辺漁港浄化センター)

無

処 理 区 数 ３処理区(恵美須地区、山崎地区、瀬戸・芦辺地区)

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

瀬戸・芦辺地区の整備区域について、平成23年度において、事業採択から10年を経過したため、計画変更及び事業再評価を
行い、完了しました。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

令和3年度 令和3年度

令和4年度 令和4年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方



③ 組　織

（２）民 間 活 力 の 活 用 等

職 員 数
 下水道班　３名
うち、漁業集落排水担当　１名

平成２１年４月１日付けで水道課と下水道課を統合し水道課となり、その後平成２３年４月１日付けで上下水道課に名称変更。

再生可能エネルギー活用はありません。

土地・施設等利用はありません。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

指定管理者制度の導入予定はありません。

PPP・PFI方式の導入予定はありません。

 イ　指定管理者制度

3地区の漁業集落排水の最終処分場、及びマンホールポンプ場23ヶ所について、地元民
間業者に維持管理、及び1コンポストについては、運転管理を委託しています。
また、メーター検針についても民間業者に管理委託を実施しています。

民 間 活 用 の 状 況



（３）経営比較分析表を活用した現状分析

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

※添付した「経営比較分析表」に補足事項等がある場合は記載すること。
令和3年度の経営比較分析表については別紙参照。
なお、令和4年度の経営比較分析については、令和4年度に法適用化したと仮定して現状分析を実施しています。そのため、類似団体についても法適用の団体を
選定しています。

①投資に関する経営指標
有収率は、類似団体平均と比較すると＋10pt高くなっています。施設利用率は類似団体平均と比較すると＋3.5pt高くなっています。水洗化率は類似団体平均と比
較すると△26.3pt低くなっています。普及率は類似団体と比較すると＋7.2pt高くなっています。
水洗化率の向上に向け、加入推進を積極的に図る必要があります。



②財政に関する経営指標

経常収支比率は、100％未満となっており、類似団体平均と比較すると△11.5pt低くなっています。経費回収率は類似団体平均と比較すると＋5.1pt上回っていま
すが、100％未満であり使用料収入を増加させる必要があります。
また、収入について繰入金収入と使用料収入を比較すると、大幅に繰入金収入に依存している状況であり、類似団体平均と比較しても依存率が高くなっているた
め、使用料収入の確保が必要です。
汚水処理原価については、類似団体平均と比較すると29.3円／㎥高くなっています。また、今後老朽化した施設の更新が進むことで、減価償却費等が増加し、収
益性は悪化することが想定されます。経営の効率化に努めることで汚水処理原価を引き下げ、収益性を高める必要があります。



２．将来の事業環境

（１）処理区域内人口の予測

【給水人口について】
令和2年度以降は推計値を算出しています。推計値の算出方法は以下の通りです。
人口の予測は5年おきに算出しています。
令和7～12年度については、第三次壱岐市総合計画における推計人口に、令和2年度における実数と第三次壱岐市総合計画との差異率を考慮して算出していま
す。
令和17～27年度は、国立社会保障・人口問題研究所にて公表されている日本の地域別将来推計人口に、令和2年度における実数と第三次壱岐市総合計画との
差異率を考慮して算出しています。（国立社会保障・人口問題研究所の令和2～17年度の推計人口と、第三次壱岐市総合計画の令和2～17年度の推計人口は一
致しています。）
令和32年度以降は、直近の推計人口に令和22～27年度間の差異率を考慮して算出しています。
人口は年々減少していくことが予想されます。

【処理区域内人口について】
グラフは給水人口の推計年度に合わせて表示しております。
令和5年度より推計値を算出しています。推計値の算出方法は以下の通りです。
令和5年度は令和4年度実績値に給水人口の減少率を考慮して算出しています。
令和6年度以降は、前年度推計値に給水人口の減少率を考慮して算出しています。
給水人口の減少率を加味して算出しているため、以下グラフのように処理区域内人口も年々減少していくことが予想されます。



（２）

（３）

（４）

（５）

組織の見通しについては、現在のところ考慮していません。

令和4年度までは使用料収入の実績値、令和5年度及び令和6年度は予算値、令和10年度より推計値を算出しています。令和6年度以降は料金改定の影響を考慮
して推計値を算出しています。人口減少に伴う有収水量の減少が見込まれるため、使用料収入についても年々減少していくと考えられます。

推計値は、令和4年度までの実績値に処理区域内の予想水洗化率を考慮し算出しています。人口の減少とともに、有収水量も減少していくことが予想されます。

有収水量の予測

使用料収入の見通し

施設の見通し

施設の維持管理面においては、現在、漁業集落排水機能保全計画に基づき、老朽化していく施設の改築改修工事を実施しており、今後も適正な施設の維持管
理の為、継続して工事をします。
恵美須地区は、近接する瀬戸芦辺地区と地区統合により処理場を廃止し、排水処理の効率化を図るとともに維持管理費の縮減を図る計画としています。

組織の見通し



３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

目 標

接続率、有収水量の増加により使用料収入を向上させ、収益的収入の増加を図り、一般会計からの繰入の
抑制に努めます。

目 標

○広域化・共同化・最適化に関する事項
　恵美須地区は、近接する瀬戸芦辺地区と地区統合により処理場を廃止し、排水処理の効率化を図るとともに維持管理費の縮減を図る計画としています。
○投資の平準化に関する事項
　一定の期間で区分したうえで、各年度における事業投資額が平準化するよう調整を図っています。

○適切で計画的な事業執行
　当市の漁業集落排水は３地区からなっており、最初の地区である恵美須地区が平成11年に供用開始を実施し20年以上経過した現在、下水道への加入数は事
業開始以降年々増加傾向にあります。しかし、今後は維持管理面において、老朽化していく施設の長寿命化等を検討・実施していかなければならない時期に差し
掛かっており、更には、高齢化・人口減少が益々進行することが考えられるため、収支バランスも検討した上で、財政計画を策定し計画的な経営改善を続けていく
必要があります。
○維持管理業務の効率化
　業務の効率化とコスト削減に積極的に取り組み、これまでと同様に民間委託の活用により業務効率化を図ります。
○自主財源の確保
　収入確保のため使用料の収納率を向上させるとともに、国庫補助金・企業債等を有効に活用し資金調達を図っていきます。また、収納率向上対策のため、他自
治体の事例等を参考にしながら本市においても先進地事例を積極的に導入していきます。
○積極的な加入推進
　面整備もほぼ完了してきているため、下水道未接続者の解消に向け、積極的に個別推進・広報等の周知により加入推進を図っていきます。
○災害時の体制
　災害時発生時における危機管理体制を強化し、下水道施設の機能維持・早期復旧に努めます。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

○財源の目標に関する事項
　使用料の確実な収納を図り、一般会計からの繰入れの抑制に努めてまいります。
　接続率が令和15年度に70%となることを目標に、加入推進を積極的に図ります。
　経費回収率（原価計算表における使用料対象経費に対する使用料の割合を以下、「経費回収率」とみなす）が令和11年度時点で43％、令和15年度時点でも
43％を維持することを目標とします。なお、目標値は1．（3）②経費回収率の類似団体平均としています。
○使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項
　令和6年度に使用料改定の実施及び人口減少に伴い、料金収入の減少が見込まれます。令和6年度の使用料改定の実施以降も、当面の課題である加入推進を
積極的に図り、今後できる限り使用料に転嫁しない形で加入による料金収入増で当面は取り組んでいきますが、将来的に、使用料の見直しを検討します。
○企業債に関する事項
　更新投資の財源について、補助事業の補助裏財源として借入れを行います。
○繰入金に関する事項
　収益的収支・・・維持管理費から人件費を除いた分に対して料金収入等を充当し、その後不足した分を一般会計繰入金として受け入れています。
　資本的収支・・・建設改良費に対して企業債借入及び国庫補助金等を充当し、その後不足した分を他会計繰入金として受け入れています。

○民間活力の活用に関する事項
　漁業集落排水の最終処分場、マンホールポンプ場の管理やメーター検針について民間業者に委託しています。
○職員給与費に関する事項
　令和３年度以降、維持管理的な人員配置となっています。物価上昇の影響や人員の増減は想定していません。
○動力費に関する事項
　令和４年度の実績を基準に、過去の実績に物価上昇の影響及び有収水量の変動を加味して算定しました。
○修繕費に関する事項
　令和４年度の実績を基準に、過去の実績に物価上昇の影響を加味して算定しました。
○委託費に関する事項
　令和４年度の実績を基準に、過去の実績に物価上昇の影響を加味して算定しました。

漁業集落排水機能保全計画に基づく計画的な機能保全に関する改築・更新を実施することで、施設管理の
最適化を目指します。



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）
特にありません。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 企業債の借入については、交付税措置の対象となる有利な起債を発行し適切な財源確保に努めます。

PPP・PFI導入予定はありません。

面整備は終了していることから今後については、機能保全計画に基づき、劣化が進む前に計画的な施
設の修繕を図り、今後想定される維持管理費の増大を防ぐとともに投資の調整（平準化）を図りながら、
適切な時期に施設の改築更新に取り組みます。

恵美須地区は、近接する瀬戸芦辺地区と地区統合により処理場を廃止し、排水処理の効率化を図ると
ともに維持管理費の縮減を図る計画としています。広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

当経営戦略の進捗状況を毎年度確認するとともに、収支構造の更なる適正化に向け、少なくとも5年に1回の頻度で
の見直し（ローリング）を行って参ります。

職員給与費に関する事項
実質的な職員配置を最小限にしていくため、民間委託で取り組める部分は積極的に民間委託の実施を
検討します。

動力費に関する事項 施設の更新時には動力費が削減できる機器整備を検討し、動力費の抑制を図ります。

修繕費に関する事項
機能保全計画に基づき、適切な時期に維持管理を実施することで、大規模修繕を未然に防ぎ修繕費の
増大を抑制します。

委託費に関する事項 特にありません。

その他の取組 特にありません。

薬品費に関する事項 特にありません。

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字
の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

資産活用計画はありません。

令和６年４月に使用料改定を実施するため、今後は当面の課題である加入推進を積極的に図り、できる
限り料金に転嫁しない形で加入による収入増で取り組んでいきます。
なお、現在の経営戦略の数値を基に令和6年度から令和10年度の5年間を算定期間とした場合、経費
回収率は約50%程度となります。令和11年度から令和15年度の5年間を算定期間とした場合、経費回収
率は約45.6%程度となります。経費回収率の目標について、令和11年度時点で43％、計画期間最終年
度の令和15年度時点でも43％を維持することしており、経費回収率に関する目標は達成する見込みで
す。使用料の見直しについては、経営戦略の見直しに合わせて必要か検討します。

使用料の見直しに関する事項

特にありません。





様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） 予 算

１． (A) 25,245 24,818 21,127 20,333 20,161 20,043 19,816 19,645 19,474 19,337 19,095 19,046
(1) 25,245 24,807 21,127 20,333 20,161 20,043 19,816 19,645 19,474 19,337 19,095 19,046
(2) (B)
(3) 11
２． 62,313 51,736 140,554 135,692 135,118 133,246 133,007 112,843 105,275 105,219 105,225 103,168
(1) 50,472 51,726 68,408 69,468 68,619 66,457 65,966 46,760 42,370 43,528 47,389 47,014

50,472 51,726 68,408 69,468 68,619 66,457 65,966 46,760 42,370 43,528 47,389 47,014

(2) 72,136 65,670 65,945 66,235 66,487 65,529 62,351 61,137 57,282 55,600
(3) 11,841 10 10 554 554 554 554 554 554 554 554 554

(C) 87,558 76,554 161,681 156,025 155,279 153,289 152,823 132,488 124,749 124,556 124,321 122,214
１． 52,250 54,848 148,178 148,699 148,712 147,502 147,831 128,292 121,325 121,889 122,362 120,865
(1) 8,267 10,541 9,001 8,267 8,267 8,267 8,267 8,267 8,267 8,267 8,267 8,267

4,702 4,199 4,395 4,702 4,702 4,702 4,702 4,702 4,702 4,702 4,702 4,702
400 1,998 2,243 400 400 400 400 400 400 400 400 400

3,165 4,344 2,363 3,165 3,165 3,165 3,165 3,165 3,165 3,165 3,165 3,165
(2) 43,983 44,307 39,861 40,574 40,885 41,221 41,516 41,835 42,157 42,495 42,792 42,770

8,201 9,217 9,228 8,117 8,126 8,157 8,143 8,150 8,157 8,178 8,153 8,131
708 1,127 1,582 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206

35,074 33,963 29,051 30,251 30,553 30,859 31,167 31,479 31,794 32,112 32,433 32,433
(3) 99,316 99,858 99,559 98,013 98,048 78,189 70,901 71,126 71,303 69,828
２． 10,766 10,559 11,794 8,784 8,025 7,245 6,450 5,654 4,881 4,124 3,416 2,807
(1) 10,766 10,559 9,639 8,784 8,025 7,245 6,450 5,654 4,881 4,124 3,416 2,807
(2) 2,155

(D) 63,016 65,407 159,972 157,483 156,737 154,747 154,281 133,946 126,207 126,014 125,778 123,672
(E) 24,542 11,147 1,709 △ 1,458 △ 1,458 △ 1,458 △ 1,458 △ 1,458 △ 1,458 △ 1,458 △ 1,458 △ 1,458
(F)
(G) 1,089
(H) △ 1,089

24,542 11,147 620 △ 1,458 △ 1,458 △ 1,458 △ 1,458 △ 1,458 △ 1,458 △ 1,458 △ 1,458 △ 1,458
(I) 11,147 620 9,689 △ 837 8,232 △ 2,295 6,774 △ 3,753 5,316 △ 5,210 3,859
(J)

(K) 43,697 45,642 47,765 48,537 49,325 48,008 48,299 46,858 41,895 39,398 37,802
43,697 45,642 47,765 48,537 49,325 48,008 48,299 46,858 41,895 39,398 37,802

( I )
(A)-(B)

(L)

(M) 25,245 24,818 21,127 20,333 20,161 20,043 19,816 19,645 19,474 19,337 19,095 19,046

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

2045 3 48 △ 4 41 △ 12 34 △ 19 27 △ 27

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

令和7年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

令和6年度
本年度

営 業 収 益



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） 予 算

１． 14,700 13,400 11,100 16,035 16,035 16,035 16,035 16,035 16,035 16,035 16,035 16,035

２． 11,453 14,151 16,759 17,764 35,348 39,748 36,868 27,874 25,170

３． 34,714 45,270 15,300 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782

４．

５．

６． 31,352 27,500 22,500 17,935 17,935 17,935 17,935 17,935 17,935 17,935 17,935 17,935

７．

８．

９．

(A) 80,766 86,170 48,900 47,204 49,902 52,510 53,515 71,099 75,499 72,619 63,625 60,921

(B)

(C) 80,766 86,170 48,900 47,204 49,902 52,510 53,515 71,099 75,499 72,619 63,625 60,921

１． 63,991 58,900 48,900 35,751 35,751 35,751 35,751 35,751 35,751 35,751 35,751 35,751

２． 39,706 41,233 43,697 45,642 47,765 48,537 49,325 48,008 48,299 46,858 41,895 39,398

３．

４．

５． 417 75

(D) 104,114 100,208 92,597 81,393 83,516 84,288 85,076 83,759 84,050 82,609 77,646 75,149

(E) 23,348 14,038 43,697 34,189 33,614 31,778 31,561 12,661 8,550 9,990 14,021 14,228

１． 11,147 27,800 32,731 32,156 30,321 30,103 11,203 7,093 8,532 12,563 12,770

２． 23,536

３．

４． 2,891 15,897 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458

(F) 23,536 14,038 43,697 34,189 33,614 31,778 31,561 12,661 8,550 9,990 14,021 14,228

△ 188

(G)

(H) 695,858 668,025 635,428 605,821 574,091 541,588 508,298 476,324 444,060 413,237 387,377 364,013

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） 予 算

50,472 51,726 68,408 69,468 68,619 66,457 65,966 46,760 42,370 43,528 47,389 47,014

50,472 51,726 36,663 42,972 41,639 39,023 38,011 18,314 13,432 14,114 17,437 17,035

31,745 26,496 26,980 27,434 27,955 28,446 28,939 29,414 29,952 29,979

34,714 45,270 31,473 13,235 15,932 18,541 19,545 37,129 41,530 38,650 29,656 26,952

34,714 45,270 31,473 13,235 15,932 18,541 19,545 37,129 41,530 38,650 29,656 26,952

85,186 96,996 99,881 82,703 84,551 84,998 85,511 83,889 83,900 82,178 77,044 73,966

令和15年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度令和7年度
令和6年度
本年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和14年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他会計長期借入返還金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

令和12年度 令和13年度 令和14年度

他 会 計 負 担 金

令和15年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和6年度
本年度

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度



供用開始年月日 平 成 10 年 7 月 1 日

処理区域内人口 2,049人

計算期間
自 令和6年至 令和10

年
（５年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

25,245 20,296 20,296

0 0 0

11,841 445 445

37,086 20,742 0 20,742

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

8,267 8,414 8,414 0

8,201 8,354 8,354

708 2,081 2,081

0 0 0

35,074 30,376 30,376

0 31,664 31,664 0

10,766 8,028 8,028 0

63,016 88,918 48,107 40,811

0

40,811

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 0.50

＜料金水準についての説明＞

職 員 給 与 費

金　　　　　　　　額

金　　　　　　　　額

収　　入　　の　　部

支　　出　　の　　部

項 目

給 水 装 置 工 事 費

そ の 他

合 計

原価計算表

項 目

使 用 料 (X)

経
費

そ の 他

修 繕 費

材 料 費

そ の 他

減 価 償 却 費

動 力 費

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは，当分の間，その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場合
に、使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るもの）を、
適正かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「水道料金算定要
領」（公益社団法人日本水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載
すること。

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

使 用 料 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

計算期間である令和6年度～10年度において、令和6年4月1日に予定している使用料改定後の数値です。
資本費である減価償却費及び支払利息（分流式経費相当分）、維持管理費のうち職員給与費を公費負担分としており、維持管理費のうち経費
分を使用料で賄うことを目標としています。
接続率の目標を令和15年度に70%としているため、当面の課題である加入推進を積極的に図り、できる限り使用料に転嫁しない形で加入によ
る使用料収入の増加を目指します。
なお、現在の経営戦略の数値を基に令和11年度から令和15年度の5年間を計算期間とした場合、経費回収率は約50%程度となります。経費回
収率の目標について、令和11年度時点で43％、計画期間最終年度の令和15年度時点でも43％を維持することしており、経費回収率に関する
目標は達成する見込みです。


